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北九州市公告第１１８号 

 一般競争入札により、認知症行方不明者等ＳＯＳネットワークメール配信業

務の委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５

号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告

する。 

  平成３０年２月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 事業概要 

 （１） 事業名 認知症行方不明者等ＳＯＳネットワークメール配信業務委

託 

 （２） 契約期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで  

（３） 事業の内容 認知症行方不明者等ＳＯＳネットワークのメール配信

を行う。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。 

（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （４） ３（１）で実施する入札説明会に参加していること。 

３ 入札説明書（仕様書を含む。）の交付等 

 （１） 契約条項及び入札条件を示す日時及び場所 

  ア 日時 平成３０年３月９日（金）午前１０時から午前１１時まで 

  イ 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目 7 番 1 号 

       認知症支援・介護予防センター研修室 

（２） 入札説明書の交付方法 前号アの日時に前号イの場所において無償

で交付する。 

 （３） 入札及び開札の日時及び場所 

ア 入札日時 平成２９年３月２２日（木）午後１４時から午後１５時ま

 で 

  イ 開札日時 入札締め切り後直ちに行う。 

  ウ 入札及び開札の場所 
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    北九州市小倉北区馬借一丁目 7 番 1 号 

    認知症支援・介護予防センター研修室 

（４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

（５） 入札保証金 契約規則第５条第１項第３号の規定により、入札価格

の１００分の５を納付すること。ただし、以下に示す同条第７項各号の規

定に該当するものは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

ア 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したと

き。 

イ 過去２年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたっ 

て締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき、又は契約を締結

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 （６） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 委任状等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

（７）  この公告に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属す

る年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除

があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができるも

のとする。 

４ 入札に係る問合わせ先 

 北九州市小倉北区馬借一丁目 7 番 1 号 

 北九州市保健福祉局地域福祉部認知症支援・介護予防センター 

 電話 ０９３－５２２－８７６５ 
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北九州市公告第１２１号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のと

おり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は意見書を北九州市長に提出する

ことができる。 

  平成３０年２月２３日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ゆめマート城野 

  北九州市小倉南区城野一丁目９４０番１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社イズミ 

  代表取締役 山西泰明 

  広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 

３ 大規模小売店舗において小売業を行う者 

  株式会社イズミ 

  代表取締役 山西泰明 

  広島県広島市東区二葉の里三丁目３番１号 

４ 大規模小売店舗の新設をする日 

  平成３０年１０月２１日 

５ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

  ２，０２６平方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１） 駐車場の収容台数 

  １４０台 

（２）  駐輪場の収容台数 

  ７６台 

（３）  荷さばき施設の面積 

  １０２平方メートル 

（４） 廃棄物の保管施設の容量 

  １７．８３立方メートル 

７ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
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  午前８時から午後１１時まで 

 （２）  来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  午前７時３０分から午後１１時３０分まで 

 （３）  駐車場の自動車の出入口の数 

  出入口２箇所 

（４）  荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

  午前５時から午後８時まで 

８ 届出年月日 

平成３０年２月２０日 

９ 縦覧場所 

（１）  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

（２）  北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

  北九州市小倉南区役所総務企画課 

１０ 縦覧期間 

   平成３０年２月２３日から同年６月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

１１ 意見書の提出要領 

  次に掲げる事項を記載した文書を平成３０年６月２５日までに北九州市産

業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２）  住所又は所在地 

 （３）  連絡先電話番号 

 （４）  大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５）  意見 
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